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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下側部に補充される給湯水が外部に設けられる加熱手段（１２０）によって高温の湯に
加熱され、この高温の湯を前記給湯水の上側部に貯える貯湯タンク（１１０）と、
　前記貯湯タンク（１１０）内の高温の湯が外部に流出し、前記貯湯タンク（１１０）内
の前記給湯水側に戻るように循環する第１循環回路（１３０）と、
　内部を熱媒体が循環する第２循環回路（１４１）を有し、前記熱媒体を加熱源として暖
房を行う暖房装置（１４０）と、
　前記第１循環回路（１３０）に設けられて、前記高温の湯によって前記熱媒体を加熱す
る熱交換器（１５０）と、
　前記暖房装置（１４０）の所定部位（１４２）の温度に応じて前記第２循環回路（１４
１）内を開閉し、前記所定部位（１４２）の温度を使用者の設定する設定温度に基づく目
標温度に維持する弁機構（１４４）とを有する暖房機能付き貯湯式給湯装置において、
　前記所定部位（１４２）の温度が前記目標温度に飽和した後に、
　前記弁機構（１４４）の開閉サイクル時間が予め定めた所定サイクル時間より短い時に
、
　前記暖房装置（１４０）側に供給される前記熱媒体の温度が前記所定部位（１４２）の
温度に近づくように、前記開閉サイクル時間が前記所定サイクル時間となるまで、前記第
１循環回路（１３０）の循環流量を段階的に低下させる制御手段（１６０）を設けたこと
を特徴とする暖房機能付き貯湯式給湯装置。
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【請求項２】
　前記所定部位（１４２）の温度は、前記暖房装置（１４０）の暖房温度、前記暖房装置
（１４０）側から前記熱交換器（１５０）側に戻される前記熱媒体の温度、前記暖房装置
（１５０）が設置される部屋の室内温度の少なくとも１つとしたことを特徴とする請求項
１に記載の暖房機能付き貯湯式給湯装置。
【請求項３】
　前記加熱手段（１２０）は、高温高圧に圧縮された冷媒からの放熱作用を用いたヒート
ポンプユニット（１２０）としたことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の暖房
機能付き貯湯式給湯装置。
【請求項４】
　前記冷媒は、二酸化炭素としたことを特徴とする請求項３に記載の暖房機能付き貯湯式
給湯装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヒートポンプユニットのような加熱手段によって加熱した高温の湯を貯える
と共に、貯えられた高温の湯を用いて暖房も可能とする暖房機能付き貯湯式給湯装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の暖房機能を有する貯湯式給湯装置として、例えば特許文献1に示されるものが知
られている。即ち、この貯湯式給湯装置は、加熱手段としてのヒートポンプサイクルによ
って、貯湯タンクの下側に補充された給湯水を加熱し高温の湯として貯湯タンクの上側か
ら貯めて、高温の湯を蛇口、シャワー、風呂等で使用可能とする共に、この高温の湯を例
えば床暖房ユニットの熱媒体を加熱する熱交換器に循環させて、暖房機能を果たすように
している。そして、床暖房ユニットの熱媒体と熱交換した後の低温の湯を貯湯タンク内の
高温の湯と給湯水との間に戻すようにしている。
【０００３】
　これにより、熱交換後の低温の湯が給湯水と混合しにくくなり、ヒートポンプユニット
は、貯湯タンクの下側の給湯水を優先的に加熱することができ、ヒートポンプユニット内
の高温冷媒との温度差が大きくなるように維持してヒートポンプユニットの熱交換性能の
低下を防止するようにしている。
【０００４】
　しかしながら、床暖房ユニットの作動制御については、高温の湯から床暖房ユニットへ
の熱交換が良好に行われるように所定部位における検出温度に基づいて高温の湯および熱
媒体の循環用ポンプを作動させる、と言う記載にとどまっている。即ち、床暖房ユニット
の使用時間に伴って、当然のことながら貯湯タンク内の高温の湯量が単純に低下していき
、新たに給湯水を加熱するためにヒートポンプサイクルでの使用エネルギーが増加するこ
とになるが、積極的にこの使用エネルギーの増加を抑えるところまでは至っていない。
【特許文献１】特開２００３－１１４０５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記点に鑑みてなされたもので、暖房のための高温の湯の使用量を極力減ら
して、加熱手段の使用エネルギーを低減可能とする暖房機能付き貯湯式給湯装置を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は上記目的を達成するために、以下の技術的手段を採用する。
【０００７】



(3) JP 4155136 B2 2008.9.24

10

20

30

40

50

　請求項１に記載の発明では、下側部に補充される給湯水が外部に設けられる加熱手段（
１２０）によって高温の湯に加熱され、この高温の湯を給湯水の上側部に貯える貯湯タン
ク（１１０）と、
　貯湯タンク（１１０）内の高温の湯が外部に流出し、貯湯タンク（１１０）内の給湯水
側に戻るように循環する第１循環回路（１３０）と、
　内部を熱媒体が循環する第２循環回路（１４１）を有し、熱媒体を加熱源として暖房を
行う暖房装置（１４０）と、
　第１循環回路（１３０）に設けられて、高温の湯によって熱媒体を加熱する熱交換器（
１５０）と、
　暖房装置（１４０）の所定部位（１４２）の温度に応じて第２循環回路（１４１）内を
開閉し、所定部位（１４２）の温度を使用者の設定する設定温度に基づく目標温度に維持
する弁機構（１４４）とを有する暖房機能付き貯湯式給湯装置において、
　所定部位（１４２）の温度が目標温度に飽和した後に、
　弁機構（１４４）の開閉サイクル時間が予め定めた所定サイクル時間より短い時に、
　暖房装置（１４０）側に供給される熱媒体の温度が所定部位（１４２）の温度に近づく
ように、開閉サイクル時間が所定サイクル時間となるまで、第１循環回路（１３０）の循
環流量を段階的に低下させる制御手段（１６０）を設けたことを特徴としている。
【０００８】
　暖房装置（１４０）の所定部位（１４２）の温度が目標温度に飽和した後は、暖房装置
（１４０）から放熱する分の熱量を熱媒体に与えていけば良いので、開閉サイクル時間が
所定サイクル時間となるように、暖房装置（１４０）側に供給される熱媒体の温度を低下
させていくことができる。よって、第１循環回路（１３０）側においては、熱交換器（１
５０）における高温の湯の温度に対して熱交換後の湯の温度を低くしてやれば良く、その
ために第１循環回路（１３０）の循環流量を低下させることができ、貯湯タンク（１１０
）内の高温の湯の使用量を低減して、加熱手段（１２０）のエネルギー使用量を低減する
ことができる。
【０００９】
　加えて、熱媒体の温度が低下することによって、弁機構（１４４）の開閉サイクル時間
を長くすることができ、所定部位（１４２）の目標温度近傍における温度ハンチングを滑
らかにして、使用者に対する暖房フィーリングを向上させることができる。この時、開閉
サイクル時間が所定サイクル時間となるように、第１循環回路（１３０）の流量、熱媒体
の温度をフィードバックしながら適切な制御が可能となる。
【００１０】
　尚、熱媒体の温度が低下しすぎると暖房性能を落としてしまうので、その時は、逆に第
１循環回路（１３０）の流量を上げる側にして熱媒体の温度を上げるようにしてやれば良
い。
【００１３】
　尚、所定部位（１４２）の温度は、請求項２に記載の発明のように、暖房装置（１４０
）の暖房温度、暖房装置（１４０）側から熱交換器（１５０）側に戻される熱媒体の温度
、暖房装置（１５０）が設置される部屋の室内温度の少なくとも１つを選定すれば良い。
【００１４】
　請求項３に記載の発明では、加熱手段（１２０）は、高温高圧に圧縮された冷媒からの
放熱作用を用いたヒートポンプユニット（１２０）としたことを特徴としている。
【００１５】
　上記請求項１に記載の発明で説明したように、第１循環回路（１３０）の流量を低下さ
せることにより、熱交換器（１５０）通過後の高温の湯は、温度低下分を大きくして貯湯
タンク（１１０）に戻るので、下側部の給湯水の上昇を抑制することができる。よって、
加熱手段をヒートポンプユニット（１２０）とした場合に、ヒートポンプユニット（１２
０）内の冷媒と給湯水との温度差を大きくして、ヒートポンプユニット（１２０）の成績
係数（冷媒圧縮エネルギーに対する放熱エネルギーの比）を向上することができる。
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【００１６】
　請求項４に記載の発明では、ヒートポンプユニット（１２０）の冷媒は、二酸化炭素と
したことを特徴としている。
【００１７】
　ヒートポンプユニット（１２０）の冷媒に二酸化炭素を採用すると、超臨界域を用いる
ことで給湯水を加熱する冷媒の温度を高くすることができ、高温の湯を効率良く沸き上げ
ることが可能となるが、二酸化炭素は給湯水との温度差による成績係数への影響を受けや
すい面がある。しかし、本発明においては、上記のようにその温度差の影響を抑制するこ
とができるので、二酸化炭素を冷媒として用いるヒートポンプユニット（１２０）本来の
メリットを生かすことができる。
【００１８】
　尚、上記各手段に付した括弧内の符号は、後述する実施形態記載の具体的手段との対応
関係を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
（第１実施形態）
　以下、本発明の第１実施形態を図１～図３に基づいて説明する。
【００２０】
　図１は第１実施形態における暖房機能付き貯湯式給湯装置（以下、給湯装置）１００の
概略構成を示す模式図である。
【００２１】
　給湯装置１００は、ヒートポンプユニット１２０によって加熱された高温の湯を貯める
貯湯タンク１１０を有し、蛇口、シャワー、風呂等への給湯を行うと共に、貯湯タンク１
１０内の高温の湯を用いた暖房機能を有するものとしている。
【００２２】
　貯湯タンク１１０は、耐食性に優れた金属製（例えばステンレス製）のタンクであり、
外周部に図示しない断熱材が配置されており、高温の湯を長時間に渡って保温することが
できるようにしている。貯湯タンク１１０は縦長形状であり、その底面には導入口１１１
が設けられ、この導入口１１１には貯湯タンク１１０内の下側部に給湯水（水道水）を導
入する導入管１１２が接続されている。
【００２３】
　一方、貯湯タンク１１０の上面には導出口１１３が設けられ、導出口１１３には貯湯タ
ンク１１０内の高温の湯を導出するための導出管１１４が接続されている。そして、導出
管１１４の出口側は蛇口、シャワー、風呂等へ接続されている。
【００２４】
　また、導出管１１４には、導入管１１２から分岐する配管１１５が接続されており、導
出管１１４および配管１１５の合流点には混合弁１１６が配設されている。混合弁１１６
は開口面積比を調節することにより、導出管１１４からの高温の湯と配管１１５からの水
道水との混合比を調節できるようにしている。
【００２５】
　尚、混合弁１１６はサーボモータ等の駆動源により弁体を駆動して導出管１１４および
配管１１５の開度を調節する電動弁であり、後述する制御装置１６０からの制御信号によ
り作動するとともに、作動状態を制御装置１６０に出力するようにしている。
【００２６】
　貯湯タンク１１０の底面には、貯湯タンク１１０内の下側部の給湯水を吐出するための
吐出口１１７が設けられ、貯湯タンク１１０の上面には、貯湯タンク１１０内の給湯水の
上側部に湯を吸入する（貯える）吸入口１１８が設けられている。吐出口１１７と吸入口
１１８とはヒートポンプ循環回路１１９で接続されており、ヒートポンプ循環回路１１９
の一部はヒートポンプユニット（本発明の加熱手段に対応）１２０内に配置されている。
【００２７】
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　ヒートポンプユニット１２０は、周知のヒートポンプサイクルを形成するものであり、
ここでは冷媒として二酸化炭素を用いて、冷媒を臨界圧力以上に圧縮するようにしている
。ヒートポンプ循環回路１１９のヒートポンプユニット１２０内に配置された部分には、
図示しない熱交換器が設けられており、吐出口１１７から吐出された貯湯タンク１１０内
の給湯水を高温に圧縮された冷媒との熱交換により加熱し、吸入口１１８から貯湯タンク
１１０内に戻すことにより貯湯タンク１１０内の給湯水を沸き上げる（高温の湯とする）
ことができるようにしている。
【００２８】
　本実施形態のように、ヒートポンプユニット１２０において超臨界域を用いることで図
示しない圧縮機からの冷媒吐出温度を高くすることができる。従って、フロン冷媒等を採
用した場合より高温の湯（例えば９０℃）を効率良く沸き上げることが可能である。尚、
ヒートポンプユニット１２０は、後述する制御装置１６０からの制御信号により作動する
と共に、作動状態を制御装置１６０に出力するようにしている。
【００２９】
　導出管１１４における混合弁１１６の上流側と導入管１１２とは循環回路（本発明の第
１循環回路に対応）１３０によって接続されており、この循環回路１３０内には１次ポン
プ１３１が設けられている。１次ポンプ１３１の作動によって、貯湯タンク１１０の導出
口１１３から高温の湯が導出され、貯湯タンク１１０の導入口１１１（給湯水側）に戻さ
れるようにしている。
【００３０】
　尚、１次ポンプ１３１は回転数可変式のポンプとしており、後述する制御装置１６０か
らの制御信号によって循環回路１３０内の循環流量を可変可能として作動すると共に、作
動状態を制御装置１６０に出力するようにしている。
【００３１】
　そして、循環回路１３０の途中には熱交換器１５０が配置されている。熱交換器１５０
は対向流型の熱交換器としており、循環回路１３０を流れる高温の湯と後述する暖房用循
環回路１４１を流れる熱媒体との間で熱交換を行い、熱媒体を加熱するようにしている。
【００３２】
　床暖房ユニット（本発明における暖房装置に対応）１４０は、室内用の暖房装置として
おり、暖房用循環回路１４１、床パネル１４２、床センサ１４３、熱動弁１４４等により
構成されている。
【００３３】
　暖房用循環回路（本発明の第２循環回路に対応）１４１には、２次ポンプ１４７が設け
られており、この２次ポンプ１４７によって内部の熱媒体（本実施形態では水）が循環す
るようにしている。床パネル（本発明における所定部位に対応）１４２は、熱媒体を加熱
源として加熱され室内を暖房する。そして、床パネル１４２には床センサ１４３が設けら
れており、加熱される床パネル１４２の温度信号を後述する制御装置１６０に出力するよ
うにしている。
【００３４】
　更に、暖房用循環回路１４１には、熱動弁（本発明の弁機構に対応）１４４が設けられ
ており、後述する制御装置１６０によって、弁の開閉が制御される。この弁の開閉によっ
て暖房用循環回路１４１内の熱媒体が循環あるいは停止され、床パネル１４２の温度が後
述する暖房リモコン１６２に入力された暖房設定温度に基づく目標温度に維持されるよう
にしている。
【００３５】
　そして、暖房用循環回路１４１のうち、熱交換器１５０で加熱された熱媒体が床パネル
１４２に流出する側（以下、供給部１４１ａ）、および熱媒体が床パネル１４２から熱交
換器１５０へ流入する側（以下、戻り部１４１ｂ）にはセンサ１４５、１４６が設けられ
ており、それぞれの部位における熱媒体の温度信号（例えば、供給部１４１ａで５５℃、
戻り部１４１ｂで５０℃）を後述する制御装置１６０に出力するようにしている。
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【００３６】
　制御装置（本発明の制御手段に対応）１６０は、各センサ１４３、１４５、１４６から
の温度信号、ユーザが給湯リモコン１６１に入力する給湯スイッチ信号、給湯設定温度信
号、ユーザが暖房リモコン１６２に入力する暖房スイッチ信号、暖房設定温度信号等に基
づいて、混合弁１１６、ヒートポンプユニット１２０、各ポンプ１３１、１４７、熱動弁
１４４の作動を制御するようにしている。
【００３７】
　尚、給湯リモコン１６１は浴室内や台所等の湯を使用する場所の近傍に設置され、暖房
リモコン１６２は床暖房ユニット１４０が設けられる部屋に設置され、制御装置１６０本
体は、貯湯タンク１１０に設置されている。
【００３８】
　次に、上記構成に基づく給湯装置１００の作動を説明する。
【００３９】
　ユーザによって給湯リモコン１６１の給湯スイッチがＯＮされている場合には、制御装
置１６０は、主に電力料金の安価な深夜の時間帯（例えば、当日の２３時から翌日の７時
）にヒートポンプユニット１２０を作動させ貯湯タンク１１０内の給湯水を加熱して高温
の湯として貯える。ユーザが蛇口、シャワー、風呂等で湯を使用する場合は、給湯設定温
度に応じて混合弁１１６の弁開度を調整し、高温の湯と水道水とを混合して導出管１１４
の先端部から出湯する。
【００４０】
　尚、貯湯タンク１１０内の高温の湯が所定量以下になると、深夜の時間帯外でもヒート
ポンプユニット１２０を作動させ、湯の沸き増しを行う。
【００４１】
　そして、本発明においては床暖房ユニット１４０を作動させる際の制御に特徴を持たせ
ており、以下、図２に示す制御フローチャートを用いて説明する。
【００４２】
　まず、ステップＳ１００で暖房リモコン１６２のスイッチがＯＮか否かを判定し、ＯＮ
であればステップＳ１１０で１次ポンプ１３１、２次ポンプ１４７を作動させる。尚、ス
テップＳ１００で否と判定すれば、スイッチＯＮの確認を継続する。
【００４３】
　そして、ステップＳ１２０で床センサ１４３の温度信号より床パネル１４２の温度が目
標温度に飽和したか否かを判定する。否と判定した場合は飽和の確認が継続される。ここ
で目標温度というのは、ユーザが暖房リモコン１６２によって設定する暖房設定温度（例
えば、３０℃）に応じて算出される温度としているが、ここでは暖房装置として直接的な
温度を示す床パネル１４２の温度を用いているので、目標温度は暖房設定温度と等しいも
のとしている。
【００４４】
　ステップＳ１２０で床パネル１４２（床センサ１４３）の温度が飽和したと判定すると
、ステップＳ１３０でセンサ１４５から得られる供給部１４１ａにおける熱媒体の温度を
所定分（ここでは２度）下げるように、１次ポンプ１３１の回転数を所定量低下させる。
【００４５】
　この１次ポンプ１３１の回転数を低下させる理由は、以下の考えによるものである。即
ち、床パネル１４２の温度が目標温度に飽和した後は、床パネル１４２から室内に放熱す
る分の熱量を熱媒体に与えていけば良いので、センサ１４５、１４６間の温度差は同一に
しつつも、熱媒体の温度の絶対値を床パネル１４２に近づくように低下させても良いこと
になる。このためには、循環回路１３０における熱交換器１５０の流出側の湯の温度を低
下（例えば、５１℃を３６℃）させてやれば良く（熱交換器１５０の流入側と流出側の温
度差を大きくする）、循環回路１３０の循環流量を低下させる訳である。
【００４６】
　そして、ステップＳ１４０で熱動弁１４４の開閉サイクル時間が予め定めた所定サイク
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ル時間（ここでは、３０分～１時間としている）と比較し、開閉サイクル時間が所定サイ
クル時間より短ければ、ステップＳ１３０に戻って更に１次ポンプ１３１の回転数を所定
量低下させる。
【００４７】
　この繰り返しによって、ステップＳ１４０で開閉サイクル時間が所定サイクル時間と等
しくなったと判定すると、ステップ１５０に進み、暖房スイッチがＯＦＦとなるまでこの
開閉サイクル時間が維持される。
【００４８】
　尚、ステップＳ１４０で開閉サイクル時間が所定サイクル時間より長くなったと判定し
た時は、ステップＳ１６０でセンサ１４５から得られる熱媒体の温度を所定分（ここでは
２度）上げるように１次ポンプ１３１の回転数を上昇させるようにしている。
【００４９】
　そして、ステップＳ１５０で暖房スイッチがＯＦＦになったと判定すれば、ステップＳ
１７０で１次ポンプ１３１、２次ポンプ１４７の両者を停止させて、本暖房制御を終了す
る。
【００５０】
　以上の構成説明および作動説明より、本発明においては床パネル１４２の温度が暖房設
定温度（目標温度）に飽和した後に供給部１４１ａの熱媒体の温度を下げるように循環回
路１３０の循環流量を低下させて、熱動弁１４４の開閉サイクル時間を所定サイクル時間
になるようにしているので、貯湯タンク１１０内の高温の湯の使用量を低減して、ヒート
ポンプユニット１２０のエネルギー（電力）使用量を低減することができる。即ち、深夜
時間帯外での湯の沸き増しを抑えて、極力、深夜時間帯における安価な電力による沸き上
げ分での対応ができるようになる。
【００５１】
　加えて、供給部１４１ａにおける熱媒体の温度が低下することによって、熱動弁１４４
の開閉サイクル時間を長くすることができ、床パネル１４２の目標温度近傍における温度
ハンチングを滑らかにして、使用者に対する暖房フィーリングを向上させることができる
。この時、開閉サイクル時間が所定サイクル時間となるように循環回路１３０の流量、熱
媒体の温度をフィードバックすることで適切な制御が可能となる。尚、熱媒体の温度が低
下しすぎると暖房性能を落としてしまうので、その時は、逆に循環回路１３０の流量を上
げる側にして熱媒体の温度を上げるようにしてやれば良い。
【００５２】
　図３は、上記制御に基づく供給部１４１ａにおける熱媒体の温度、床パネル１４２（代
表部位における３点のデータ）、熱動弁１４４の開閉サイクル時間を温度飽和後の所定時
間分について確認した結果を示したものである。熱媒体の温度低下と共に、熱動弁１４４
の開閉サイクル時間が延び、床パネル１４２の温度変化（温度ハンチング）も滑らかにな
っている。
【００５３】
　更には、循環回路１３０の循環流量を低下させることにより、熱交換器１５０通過後の
高温の湯は、温度低下分を大きくして貯湯タンク１１０に戻るので、下側部の給湯水の上
昇を抑制することができる。よって、加熱手段をヒートポンプユニット１２０とした場合
に、ヒートポンプユニット１２０内の冷媒と給湯水との温度差を大きくして、ヒートポン
プユニット１２０の成績係数（冷媒圧縮エネルギーに対する放熱エネルギーの比）を向上
することができる。
【００５４】
　本実施形態ではヒートポンプユニット１２０の冷媒に二酸化炭素を採用しているが、超
臨界域を用いることで給湯水を加熱する冷媒の温度を高くすることができ、高温の湯を効
率良く沸き上げることが可能となるが、二酸化炭素は給湯水との温度差による成績係数へ
の影響を受けやすい面がある。しかし、本発明においては、上記のようにその温度差の影
響を抑制することができるので、二酸化炭素を冷媒として用いるヒートポンプユニット１
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【００５５】
　（その他の実施形態）
　上記第１実施形態においては、暖房設定温度に対する目標温度が飽和したか否かを判定
するために所定部位として床パネル１４２の温度を用いたが、これに限らず、戻り部１４
１ｂにおける熱媒体温度（センサ１４６）、床暖房ユニット１４０が設置される部屋の室
温、更には図４に示すように床パネル１４２の温度と室温とを組み合わせたもの等として
も良い。因みに、図４は、床暖房のアメニティ評価に関する研究委員会から出展されてい
るものであり、本発明に図４中の斜線部で示した温度領域を制御に取り入れることでより
快適な暖房を行うことができる。
【００５６】
　また、暖房装置として床暖房ユニット１４０に適用したものとして説明したが、その他
にも、浴室乾燥機、パネルヒータ、ファンコンベクター、床下放熱器等に適用しても良い
。
【００５７】
　また、ヒートポンプユニット１２０の冷媒として二酸化炭素を用いるものとしたが、こ
れに限らず、フロン冷媒（Ｒ４１０等）を用いるものとしても良い。
【００５８】
　更に、加熱手段としてヒートポンプユニット１２０に限らず、電気ヒータ等としても良
い。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明の第１実施形態における暖房機能付き貯湯式給湯装置の概略構成を示す模
式図である。
【図２】暖房機能付き貯湯式給湯装置の暖房時における制御フローを示すフローチャート
である。
【図３】図２に示す制御を実施した際の、熱媒体の温度、床パネルの温度、熱動弁の開閉
状態を示すタイムチャートである。
【図４】床パネル温度と室温とにおける暖房時の快適範囲を示すマップである。
【符号の説明】
【００６０】
　１００　暖房機能付き貯湯式給湯装置
　１１０　貯湯タンク
　１２０　ヒートポンプユニット（加熱手段）
　１３０　循環回路（第１循環回路）
　１４０　床暖房ユニット（暖房装置）
　１４１　暖房用循環回路（第２循環回路）
　１４２　床パネル（所定部位）
　１４４　熱動弁（弁機構）
　１５０　熱交換器
　１６０　制御装置（制御手段）
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